
令和７年度 道路・河川工事仕様書 北海道開発局独自 新旧対比表

第1編 共通編 第1編 共通編
1-1-2-27 建設業の現場環境改善 1-1-2-27 建設業の現場環境改善

第3編 土木工事共通編 第3編 土木工事共通編
3-2-3-34 構造物打ち継ぎ目防水工（スプレー防水）

(7)各塗膜の使用量は、下記を標準とする。

プライマー、仕上げ用塗料の標準使用量は0.3kg/m2とする。

3-2-3-34 構造物打ち継ぎ目防水工（スプレー防水）

(7)各塗膜の使用量は、下記を標準とする。

第6編 河川編 第6編 河川編
6-3-8-5 銘板工
2. 銘板の材質はブロンズを原則とし、寸法及び記載事項は下図のとおりとする。

6-3-8-5 銘板工
2. 銘板の材質は表面に透明の高耐候性フィルムにより被覆したアルミニウム板（JIS
H 4000 A 5052P）とし、寸法及び記載事項は下図のとおりとする。

第10編 道路編 第10編 道路編
10-1-7-7 補強土壁工
2. 銘板工
表示板の材質はJIS H 2202(鋳物用銅合金地金)による鋳鉄を使用し、寸法及び記載事

項は図1-1-1によるものとし、起点側に取り付けることを原則とし、取り付け高さはGL
より1.4m程度とする。

10-1-7-7 補強土壁工
2. 銘板工
表示板用いる材質は、表面に透明の高耐候性フィルムにより被覆したアルミニウム板

（JIS H 4000 A 5052P）を使用し、寸法及び記載事項は図1-1-1によるものとし、起点
側に取り付けることを原則とし、取り付け高さはGLより1.4m程度とする。

北海道開発局独自 北海道開発局独自

現行（令和6年版） 改定案（令和7年版）



令和７年度 道路・河川工事仕様書 北海道開発局独自 新旧対比表

北海道開発局独自 北海道開発局独自

現行（令和6年版） 改定案（令和7年版）

10-6-5-1 一般事項
5．工法標示板の材質は、JIS H 2202（鋳物用銅合金地金）とし、下図を標準として取
付けしなければならない。

10-6-5-1 一般事項
5．工法標示板の材質は、表面に透明の高耐候性フィルムにより被覆したアルミニウム
板（JIS H 4000 A 5052P）とし、下図を標準として取付けしなければならない。

10-6-8-6 銘板工
1．受注者は、銘板の作成については、材質JIS H 2202（鋳物用銅合金地金）を使用
し、寸法、記載事項は、図6-2によらなければならない。

10-6-8-6 銘板工
1．受注者は、銘板の作成に用いる材質は、表面に透明の高耐候性フィルムにより被覆
したアルミニウム板（JIS H 4000 A 5052P）を使用し、寸法、記載事項は、図6-2によ
らなければならない。

10-7-6-5 銘板工
1．受注者は、銘板の作成については、材質JIS H 2202（鋳物用銅合金地金）を使用
し、寸法、記載事項は、図7-1によらなければならない。

10-7-6-5 銘板工
1．受注者は、銘板の作成に用いる材質は、表面に透明の高耐候性フィルムにより被覆
したアルミニウム板（JIS H 4000 A 5052P）を使用し、寸法、記載事項は、図7-1によ
らなければならない。
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北海道開発局独自 北海道開発局独自

現行（令和6年版） 改定案（令和7年版）

10-8-7-5 銘板工
1．受注者は、銘板の作成については、材質JIS H 2202（鋳物用銅合金地金）を使用
し、寸法、記載事項は、図8-1によらなければならない。

10-8-7-5 銘板工
1．受注者は、銘板の作成に用いる材質は、表面に透明の高耐候性フィルムにより被覆
したアルミニウム板（JIS H 4000 A 5052P）を使用し、寸法、記載事項は、図8-1によ
らなければならない。


